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(57)【要約】
【課題】照明器具の交換をすることなく、照明器具に新
たな機能を追加したり照明器具の制御プログラムを修正
したりできる照明制御プログラム更新システムを提供す
る。
【解決手段】照明制御プログラム更新システム１は、無
線操作機２と、複数の照明器具３と、更新機４とを備え
る。無線操作機２は、ＩＤ情報を含む操作信号を出力す
る。照明器具３は、受信した前記操作信号に含まれる前
記無線操作機のＩＤ情報と、記憶しているＩＤ情報とが
一致した場合に、前記操作信号に基づいた動作を行う。
更新機４は、複数の照明器具３の制御プログラムを更新
するために用いられる。更新機４は、複数の照明器具３
に対して、無線操作機２のＩＤ情報を含む制御プログラ
ムの更新命令を同報出力する。複数の照明器具３は、更
新機４からの無線操作機２のＩＤ情報を含む制御プログ
ラムの更新命令に応じて、それぞれの制御プログラムの
更新を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＤ情報を含む操作信号を出力する無線操作機と、
　受信した前記操作信号に含まれる前記無線操作機のＩＤ情報と、記憶しているＩＤ情報
とが一致した場合に、前記操作信号に基づいた動作を行う複数の照明器具と、
　複数の前記照明器具の制御プログラムを更新するために用いられる更新機と、を備え、
　前記更新機は、複数の前記照明器具に対して、前記無線操作機のＩＤ情報を含む制御プ
ログラムの更新命令を同報出力し、
　複数の前記照明器具は、前記更新機からの前記無線操作機のＩＤ情報を含む制御プログ
ラムの更新命令に応じて、それぞれの制御プログラムの更新を行う、照明制御プログラム
更新システム。
【請求項２】
　前記更新機は、前記無線操作機に所定の出力を行わせる過程において、前記無線操作機
のＩＤ情報を取得する、請求項１記載の照明制御プログラム更新システム。
【請求項３】
　前記所定の出力とは、前記照明器具の動作には何ら影響はないテスト信号である、請求
項２記載の照明制御プログラム更新システム。
【請求項４】
　前記照明器具は、制御プログラムの更新の進捗に応じた点灯を行う、請求項１～３のい
ずれか一項記載の照明制御プログラム更新システム。
【請求項５】
　前記更新命令には、前記照明器具が信号を受信する周波数帯を変更させる変更命令が含
まれる、請求項１～４のいずれか一項記載の照明制御プログラム更新システム。
【請求項６】
　無線操作機が出力した操作信号に含まれる前記無線操作機のＩＤ情報と、記憶している
ＩＤ情報とが一致した場合に、前記操作信号に基づいて動作を行う複数の照明器具の制御
プログラムを更新するために用いられ、
　前記無線操作機のＩＤ情報を取得し、複数の前記照明器具に対して、前記無線操作機の
ＩＤ情報を含む制御プログラムの更新命令を同報出力する、更新機。
【請求項７】
　無線操作機が出力した操作信号に含まれる前記無線操作機のＩＤ情報と、記憶している
ＩＤ情報とが一致した場合に、前記操作信号に基づいて動作を行う照明器具であって、
　前記照明器具の制御プログラムを更新するために用いられる外部の更新機から同報出力
される、前記無線操作機のＩＤ情報を含む制御プログラムの更新命令に従って、制御プロ
グラムの更新を行い、
　制御プログラムの更新の進捗状況を、点灯状態によって表示する、照明器具。
【請求項８】
　前記更新命令には、信号を受信する周波数帯を変更させる変更命令が含まれ
　前記変更命令に従って、信号を受信する周波数帯を変更する、請求項７記載の照明器具
。
【請求項９】
　無線操作機が出力した操作信号に含まれる前記無線操作機のＩＤ情報と、記憶している
ＩＤ情報とが一致した場合に、前記操作信号に基づいて動作を行う複数の照明器具の制御
プログラムを更新する照明制御プログラム更新方法であって、
　複数の前記照明器具の制御プログラムを更新するために用いられる更新機に、前記無線
操作機のＩＤ情報を取得させる取得ステップと、
　前記更新機に、前記取得ステップで取得したＩＤ情報を含む制御プログラムの更新命令
を、複数の前記照明器具に対し一括に出力させる出力ステップと、
　複数の前記照明器具に、前記出力ステップで出力された前記更新命令に応じて、それぞ
れの制御プログラムを更新させる更新ステップと、を含む、照明制御プログラム更新方法
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。
【請求項１０】
　前記照明器具は、制御プログラムの更新の進捗に応じた点灯を行う、請求項９記載の照
明制御プログラム更新方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、複数の照明機器を制御する照明システムにおいて、それぞれの照明機器の制
御プログラムを更新するためのシステム、更新方法、そのシステムに用いることのできる
更新機及び照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の照明器具を１つの無線操作機で制御する照明システムが開発されている。
例えば、特許文献１に係る照明システムにおいては、コントローラによってグルーピング
された複数の照明器具を制御できる。特許文献１に係る照明システムにおいては、さらに
、コントローラと通信可能な設定器を操作することによっても、照明器具の調光率や明る
さ等を制御することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－１２３３１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の、無線操作機で複数の照明器具を制御する照明システムにおいては、照明器具に
新たな機能を追加したり、照明器具の制御プログラムを修正したりするために、新たな照
明器具に交換する必要がある。新たな照明器具に交換する場合、コストがかかってしまい
、また再度照明器具と無線操作機のペアリングを行うこと等が必要になってしまう。
【０００５】
　本開示は、かかる課題に鑑みてなされたものである。その目的は、照明器具の交換をす
ることなく、照明器具に新たな機能を追加したり、照明器具の制御プログラムを修正した
りできる照明制御プログラム更新システムを提供することである。
【０００６】
　また、本開示の更なる目的は、照明器具の交換をすることなく、照明器具に新たな機能
を追加したり、照明器具の制御プログラムを修正したりできる照明制御プログラム更新シ
ステムに用いることができる更新機を提供することである。
【０００７】
　また、本開示の更なる目的は、照明器具の交換をすることなく、照明器具に新たな機能
を追加したり、照明器具の制御プログラムを修正したりできる照明制御プログラム更新方
法を提供することである。
【０００８】
　また、本開示の更なる目的は、割り当てられているＩＤ情報と一致するＩＤ情報を含む
制御プログラムの更新命令に従って制御プログラムの更新を行い、その更新状況を点灯状
態により容易にユーザに知らせることができる照明器具を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本開示に係る照明制御プログラム更新システムは、ＩＤ情報
を含む操作信号を出力する無線操作機と、受信した前記操作信号に含まれる前記無線操作
機のＩＤ情報と、記憶しているＩＤ情報とが一致した場合に、前記操作信号に基づいた動
作を行う複数の照明器具と、複数の前記照明器具の制御プログラムを更新するために用い
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られる更新機と、を備え、前記更新機は、複数の前記照明器具に対して、前記無線操作機
のＩＤ情報を含む制御プログラムの更新命令を同報出力し、複数の前記照明器具は、前記
更新機からの前記無線操作機のＩＤ情報を含む制御プログラムの更新命令に応じて、それ
ぞれの制御プログラムの更新を行う。
【００１０】
　また、本開示に係る更新機は、無線操作機が出力した操作信号に含まれる前記無線操作
機のＩＤ情報と、記憶しているＩＤ情報とが一致した場合に、前記操作信号に基づいて動
作を行う複数の照明器具の制御プログラムを更新するために用いられ、前記無線操作機の
ＩＤ情報を取得し、複数の前記照明器具に対して、前記無線操作機のＩＤ情報を含む制御
プログラムの更新命令を同報出力する。
【００１１】
　また、本開示に係る照明器具は、無線操作機が出力した操作信号に含まれる前記無線操
作機のＩＤ情報と、記憶しているＩＤ情報とが一致した場合に、前記操作信号に基づいて
動作を行う照明器具であって、前記照明器具の制御プログラムを更新するために用いられ
る外部の更新機から同報出力される、前記無線操作機のＩＤ情報を含む制御プログラムの
更新命令に従って、制御プログラムの更新を行い、制御プログラムの更新の進捗状況を、
点灯状態によって表示する。
【００１２】
　また、本開示に係る照明制御プログラム更新方法は、無線操作機が出力した操作信号に
含まれる前記無線操作機のＩＤ情報と、記憶しているＩＤ情報とが一致した場合に、前記
操作信号に基づいて動作を行う複数の照明器具の制御プログラムを更新する照明制御プロ
グラム更新方法であって、複数の前記照明器具の制御プログラムを更新するために用いら
れる更新機に、前記無線操作機のＩＤ情報を取得させる取得ステップと、前記更新機に、
前記取得ステップで取得したＩＤ情報を含む制御プログラムの更新命令を、複数の前記照
明器具に対し一括に出力させる出力ステップと、複数の前記照明器具に、前記出力ステッ
プで出力された前記更新命令に応じて、それぞれの制御プログラムを更新させる更新ステ
ップと、を含む。
【発明の効果】
【００１３】
　本開示に係る照明制御プログラム更新システムを用いれば、照明器具の交換をすること
なく、照明器具に新たな機能を追加したり、照明器具の制御プログラムを修正したりする
ことができる。
【００１４】
　また、本開示に係る更新機を用いれば、照明器具の交換をすることなく、照明器具に新
たな機能を追加したり、照明器具の制御プログラムを修正したりすることができる。また
、本開示に係る照明制御プログラム更新方法を用いれば、照明器具の交換をすることなく
、照明器具に新たな機能を追加したり、照明器具の制御プログラムを修正したりすること
ができる。
【００１５】
　また、本開示に係る照明器具を用いれば、照明器具に割り当てられているＩＤ情報と一
致するＩＤ情報を含む制御プログラムの更新命令に従って、制御プログラムの更新を行い
、さらに、その更新状況を点灯状態により容易にユーザに知らせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施の形態１に係る照明制御プログラム更新システムの模式的なブロック図
【図２】実施の形態１に係る照明制御プログラム更新システムの動作の一例を示すフロー
チャート
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下では、実施の形態に係る照明制御プログラム更新システム、照明制御プログラム更
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新方法、更新機及び照明器具について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に説明
する実施の形態は、いずれも本開示の一例を示すものであって、数値、構成要素、動作等
についても一例に過ぎず、本開示を限定する趣旨のものではない。
【００１８】
　また、各図は模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図にお
いて、実質的に同一の構成については、同一の符号を付しており、重複する説明は省略又
は簡略化することがある。
【００１９】
　（実施の形態１）
　以下では、図１～２を用いて実施の形態１に係る照明制御プログラム更新システム１に
ついて説明する。図１は、実施の形態１に係る照明制御プログラム更新システムの模式的
なブロック図である。また、図２は、実施の形態１に係る照明制御プログラム更新システ
ムの動作の一例を示すフローチャートである。
【００２０】
　［構成］
　照明制御プログラム更新システム１は、オフィスや商業施設等で複数の照明器具を一括
管理する照明システムにおいて、照明器具の制御プログラムを更新するために用いること
ができる。例えば、照明制御プログラム更新システム１は、設置済みの照明器具３に新た
な機能を追加する場合や、照明器具３の制御プログラム修正を行う場合等に用いることが
できる。照明器具３に追加する機能の例として、例えば、所定の時間になれば自動で照明
器具３が点灯や消灯をするような「タイマ機能」等がある。
【００２１】
　或いは、他の通信機能を有する機器と照明器具３とを連動させる機能等を、新たな機能
として追加してもよい。例えば、通信機能を有するマイク装置と連動させることで、音声
入力によって照明器具３を制御可能にすることができる。また、照明器具３の点灯状況を
外部サーバ等に送信させることで、遠隔地から家族等の生活状況等を確認可能にすること
ができる。
【００２２】
　照明制御プログラム更新システム１を用いれば、照明器具３の取替えを行うことなく、
照明器具３への機能の追加や照明器具３の制御プログラム修正等を実施することができる
。照明制御プログラム更新システム１は、無線操作機２と複数の照明器具３とを有する照
明システムと、更新機４と、を備える。
【００２３】
　このような照明システムは、オフィスや商業施設等のような比較的広い部屋等において
、複数の照明器具３を一括に操作する際に用いることができる。照明器具３が多数である
場合は、多数の照明器具３をグループ分けし、それぞれのグループ毎に少なくとも１つの
無線操作機２が割り当てられる。もちろん、照明器具３の数が比較的少数である場合は、
１つの部屋の照明器具３のすべてを、１つの無線操作機２で操作してもかまわない。
【００２４】
　無線操作機２は、複数の照明器具３を一括に操作するために用いることができる。無線
操作機２は、無線操作機２のＩＤ情報を含む操作信号を複数の照明器具３に出力する。照
明器具３は、照明器具３に割り当てられた無線操作機２のＩＤ情報を含む操作信号に従っ
て動作を行う。
【００２５】
　更新機４は、照明器具３の制御プログラムを一括に更新するために用いることができる
。更新機４は、無線操作機２のＩＤ情報を取得し、その無線操作機２のＩＤ情報を含む制
御プログラムの更新命令を、複数の照明器具３に一括に出力する。照明器具３は、照明器
具３に割り当てられた無線操作機２のＩＤ情報を含む更新命令に従って、制御プログラム
の更新を行う。
【００２６】
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　以下においては、照明制御プログラム更新システム１のそれぞれの構成要素について、
より詳しく説明していく。
【００２７】
　［無線操作機］
　無線操作機２は、照明システムにおいて、複数の照明器具３を一括に操作するために用
いることができる。無線操作機２は、無線操作機２のＩＤ情報を含む操作信号を複数の照
明器具３に出力する。照明システムのユーザは、無線操作機２を操作することによって、
その無線操作機２を割り当てられた照明器具３の点灯や消灯を切り替えることができ、ま
た、調光や調色等を制御することができる。
【００２８】
　ここで、無線操作機２のＩＤ情報とは、無線操作機２を識別できる情報のことであり、
例えば、装置のシリアル番号やＩＰアドレスやＭＡＣアドレス等を用いることができる。
実施の形態１においては、変更されることがなく安定して活用できるため、ＭＡＣアドレ
スを用いている。もちろん、ＭＡＣアドレス等以外にも、その照明システムで固有に用い
られる識別番号等を設定し、ＩＤ情報として無線操作機２に付与してもよい。
【００２９】
　無線操作機２は、操作側記憶部２１と、操作制御部２２と、通信部２３と、を備える。
操作側記憶部２１は、例えばメモリやハードディスク等の記憶装置等であり、照明器具３
を制御するためのプログラム等が記録されている。なお、操作側記憶部２１については、
外部サーバ等を用いてもよい。操作側記憶部２１として外部サーバ等を用いる場合は、通
信部２３を介して、操作側記憶部２１と操作制御部２２との間でのやり取りが行われる。
【００３０】
　操作制御部２２は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｓｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）のよ
うなプロセッサ等である。操作制御部２２は、無線操作機２の制御を行う。また、操作制
御部２２では、照明器具３を制御するための操作信号等が生成される。通信部２３は、電
波等を用い、照明器具３と無線による通信を行う。操作制御部２２で生成された操作信号
は、通信部２３から照明器具３に出力される。
【００３１】
　［照明器具］
　照明器具３は、照明器具３が設置された場所を光源によって照らすために用いることが
できる。実施の形態１において照明システムは、複数の照明器具３を備える。照明器具３
には、それぞれ１つの無線操作機２が割り当てられている。照明器具３は、照明器具３に
割り当てられた無線操作機２のＩＤ情報を含む操作信号に従って、光源３４の点灯や消灯
を切り替え、また、調光具合や調色具合を変更する。
【００３２】
　照明器具３は、受信部３１と、照明側記憶部３２と、照明制御部３３と、光源３４と、
を備える。受信部３１は、電波等による無線通信を受信することができる。照明側記憶部
３２は、例えばメモリやハードディスク等の記憶装置等であり、照明器具３の動作を制御
するための制御プログラム等が記録されている。
【００３３】
　照明制御部３３は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｓｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）のよ
うなプロセッサ等である。照明制御部３３は、照明器具３の制御を行う。具体的には、照
明制御部３３は、光源３４を制御するための制御信号を生成し、光源３４に出力する。光
源３４は、照明制御部３３からの制御信号に従って動作を行う。光源３４としては、ＬＥ
Ｄ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）や蛍光灯や白熱灯等を用いることがで
きる。
【００３４】
　また、照明制御部３３は、更新機４からの無線操作機２のＩＤ情報を含む制御プログラ
ムの更新命令に従って、照明側記憶部３２内の制御プログラムの更新を行う。
【００３５】
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　［更新機］
　更新機４は、複数の照明器具３の制御プログラムを一括に更新するために用いることが
できる。更新機４は、無線操作機２のＩＤ情報を取得し、その無線操作機２のＩＤ情報を
含む制御プログラムの更新命令を出力する。照明器具３は、照明器具３に割り当てられた
無線操作機２のＩＤ情報を含む制御プログラムの更新命令に従って、制御プログラムの更
新を行う。
【００３６】
　更新機４は、更新通信部４１と、制御部４２と、記憶部４３と、を備える。更新通信部
４１は、電波等を用いて無線による通信を行う。更新通信部４１は、無線通信により、照
明器具３に無線操作機２のＩＤ情報を含む更新命令を出力する。また、更新機４は、更新
通信部４１を介して、照明器具３に制御プログラムの更新プログラムの配信を一括で行う
。配信方式としては、ブロードキャスト方式又はマルチキャスト方式を用いることができ
る。
【００３７】
　制御部４２は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｓｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）のような
プロセッサ等である。制御部４２は、更新機４の制御を行う。また、制御部４２は、無線
操作機２のＩＤ情報を含む更新命令を生成する。記憶部４３は、例えばメモリやハードデ
ィスク等の記憶装置等であり、取得した無線操作機２のＩＤ情報等を記録する。
【００３８】
　更新機４は無線操作機２のＩＤ情報を取得し、取得した無線操作機２のＩＤ情報は、記
憶部４３に記録され、制御部４２において更新命令を生成する際に用いられる。
【００３９】
　実施の形態１において、更新機４は、無線操作機２に所定の出力をさせる過程で、無線
操作機２のＩＤ情報を取得する。具体的には、更新機４は、無線操作機２から出力される
所定の出力信号を、更新通信部４１を用いて受信する。無線操作機２はＩＤ情報を含めて
信号を出力するため、更新機４は、受信した出力信号から無線操作機２のＩＤ情報を取得
することができる。
【００４０】
　ここで、所定の出力とは、あらゆる出力を用いることができるが、例えば、照明器具３
を３秒間消灯した後に２秒間点灯させる等の、通常では行われないような制御のための出
力であることが好ましい。更新機４が、他の信号とＩＤ情報を取得するための信号とを、
区別しやすくなるためである。
【００４１】
　また、所定の出力としては、照明器具３の制御を行うための出力であることは必須の条
件ではない。例えば、照明器具３の動作には何ら影響はないテスト信号のような信号等を
無線操作機２に出力させ、更新機４は、その信号から無線操作機２のＩＤ情報を取得する
構成としてもよい。
【００４２】
　なお、無線操作機２のＩＤ情報の取得方法は、上記のような、無線操作機２からの所定
の出力を受信することで無線操作機２のＩＤ情報を取得するものに限られない。例えば、
更新機４がキーボードやタッチパネル等のように入力を受け付ける入力部を有し、ユーザ
が無線操作機２のＭＡＣアドレス等のＩＤ情報を入力部に入力するような構成としてもよ
い。
【００４３】
　［動作］
　以下では、図２のフローチャートを用いて、実施の形態１に係る照明制御プログラム更
新システム１における、制御プログラムの更新動作の一例について説明する。
【００４４】
　照明制御プログラム更新システム１の制御プログラムの更新動作においては、まず、更
新機４が、無線操作機２のＩＤ情報を取得する（ステップＳ１０）。ステップＳ１０では
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、ユーザの指示を受けた無線操作機２が所定の出力を行い、更新機４の更新通信部４１が
その無線操作機２からの所定の出力信号を受信し、その出力信号から無線操作機２のＩＤ
情報を取得する。更新機４が取得した無線操作機２のＩＤ情報は、記憶部４３に格納され
る。
【００４５】
　無線操作機２が出力する信号には、無線操作機２のＩＤ情報が含まれており、照明器具
３は、照明器具３に割り当てられた無線操作機２のＩＤ情報を含む信号に従って動作を行
う。そのため、無線操作機２からの所定の出力の信号を受信することで、更新機４は無線
操作機２のＩＤ情報を取得することができる。
【００４６】
　ここで、所定の出力の信号とは、例えば、照明器具３を３秒間消灯した後に２秒間点灯
させるための出力信号や、所定周期で照明器具３の調光を変化させるための出力信号等を
用いることができる。或いは、照明器具３の動作には何ら影響はないテスト信号のような
信号等であってもよい。もちろん、あらゆる信号を用いることができる。
【００４７】
　また、更新機４には、取得した無線操作機２のＩＤ情報について表示する機能を有する
構成を採用してもよい。この構成を採用すれば、更新機４が取得したＩＤ情報について、
ユーザが確認することができる。
【００４８】
　続いて、更新機４は、更新通信部４１を介して、ステップＳ１０で取得した無線操作機
２のＩＤ情報を含む照明器具３の制御プログラムの更新命令を、複数の照明器具３に一括
に出力する（ステップＳ２０）。この更新命令は、制御部４２において、記憶部４３に格
納されている無線操作機２のＩＤ情報を用いて生成される。
【００４９】
　更新機４から出力される更新命令には、それぞれの照明器具３の受信周波数帯の変更命
令を含むことが好ましい。照明器具３の制御プログラム更新のための通信は、通常の照明
器具３の操作のための通信より通信容量が大きいため、より広範囲の周波数帯を更新のた
めの通信に用いることで、制御プログラムの更新をスムーズに行うことができる。そのた
め、周辺に他の無線機器が存在する場合は、他の無線機器の周波数帯と更新のために用い
る周波数帯とが重複するおそれがある。
【００５０】
　故に、更新機４から出力される更新命令に、照明器具３の受信周波数帯の変更命令を含
むことで、他の無線機器の周波数帯と更新のために用いる周波数帯とが重複することを抑
制できる。このように、周波数帯の重複を抑制することで、照明器具３の制御プログラム
の更新をスムーズに行うことができる。
【００５１】
　無線操作機２のＩＤ情報を含む更新命令を受信した照明器具３は、更新命令に従い、制
御プログラム更新の準備を行う。具体的には、照明器具３は、照明側記憶部３２内に既に
記録されている制御プログラムの削除を行う。また、更新命令に周波数帯の変更命令が含
まれる場合は、照明器具３は、受信部３１で受信する周波数帯を変更する。
【００５２】
　実施の形態１においては、更新準備の際に照明側記憶部３２のＲＯＭから、照明制御の
ためのメインプログラムと、メインプログラムのチェックサムやサイズを含む管理コード
とを含むプログラムが削除される。一方、ブートローダーやダウンローダー等のプログラ
ムは削除されない。
【００５３】
　上記の更新準備が完了した照明器具３は、更新待機状態であることを点灯状態によって
ユーザに通知する（ステップＳ３０）。この構成により、ユーザはそれぞれの照明器具３
の更新準備が完了し、更新プログラムの配信を待機している状態であることを目視によっ
て確認することができる。
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【００５４】
　ここで、更新待機状態であることを通知する点灯状態としては、あらゆる点灯状態を適
用可能であるが、例えば、一定周期（例えば、１秒毎や３秒毎等）に点滅を繰り返すよう
な点灯状態を採用してもよい。また、更新準備に失敗した照明器具３については、消灯す
る等の適宜に設定可能な点灯状態によって、更新準備失敗についてユーザに通知するよう
な構成としてもよい。
【００５５】
　続いて、更新機４は、更新通信部４１を介して、照明器具３の制御プログラムの更新プ
ログラムをブロードキャスト方式又はマルチキャスト方式によって、複数の照明器具３に
一括に配信する（ステップＳ４０）。そして、制御プログラムの更新が完了した照明器具
３は、その点灯状態を用いてユーザに更新完了について通知する（ステップＳ５０）。
【００５６】
　更新完了を通知する点灯状態には、あらゆる点灯状態を適用可能であるが、例えば、更
新完了後は人の目には常時点灯しているような点灯状態や、所定の色（例えば、赤色）に
一定時間点灯するような点灯状態を採用してもよい。また、更新が失敗した照明器具３に
ついては、消灯する等の点灯状態によって、更新の失敗をユーザに通知するようにしても
よい。
【００５７】
　或いは、照明器具３は、その点灯状態によって、制御プログラムの更新の進捗状況をユ
ーザに通知するような構成としてもよい。例えば、制御プログラムの更新が進捗するにつ
れて、照明器具３の点滅の周期が短くなり、更新が完了すれば人の目には常時点灯してい
るような点灯状態となるような構成を採用してもよい。
【００５８】
　更新待機状態や更新進捗状況の点灯状態の通知方法としては、照明器具３の点滅を用い
るもの以外にも、例えば、照明器具３の明るさや発光の色を用いる方法を用いることもで
きる。例えば、照明器具３の明るさを更新が進捗するに従って明るくする構成や、更新が
完了した場合等に照明器具３が赤色等に点灯するような構成を採用してもよい。
【００５９】
　上述のように、制御プログラムの更新状態を照明器具３それぞれが点灯状態によって通
知することで、ユーザはそれぞれの照明器具３の更新状態や更新完了を目視のみで容易に
知ることができる。
【００６０】
　ここで、更新機４から配信される更新プログラムには、更新準備の際に削除されたプロ
グラムに対応するプログラムが含まれる。実施の形態１においては、照明制御のためのメ
インプログラムと、メインプログラムのチェックサムやサイズを含む管理コード等である
。
【００６１】
　更新プログラムの照明側記憶部３２への保存は、実施の形態１においては、フレーム毎
の受信データをＲＡＭに一時保存し、ＲＡＭに一時保存したデータがブロックサイズ分に
なる度にＲＡＭからＲＯＭに保存するという流れで行われる。そして、照明器具３は、更
新プログラムに含まれるチェックサムを用いることで、更新プログラムを正常にダウンロ
ードできたか否かを判断することができる。
【００６２】
　以上、照明器具３の制御プログラムの更新がスムーズに進行した場合について説明して
きたが、以下においては、制御プログラムの更新が一部で失敗した場合の実施の形態１に
係る照明制御プログラム更新システム１の動作について説明する。
【００６３】
　例えば、ステップＳ２０とステップＳ３０との間において、複数の照明器具３の一部に
おいて更新準備に失敗した照明器具３があった場合には、ユーザはそれぞれの照明器具３
の点灯状態によって更新準備の失敗した照明器具３を知ることができる。ここで、実施の
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形態１においては、ステップＳ４０では、更新準備が完了した照明器具３に対して更新プ
ログラムの配信を行う。
【００６４】
　なお、複数の照明器具３の一部において更新準備に失敗した照明器具３があった場合に
、全ての照明器具３で更新準備が完了したことを確認できるまで、更新機４からの更新命
令の出力を繰り返す構成を採用してもよい。
【００６５】
　また、ステップＳ４０とステップＳ５０の間において、複数の照明器具３の一部におい
て制御プログラムの更新に失敗した場合には、ユーザはそれぞれの照明器具３の点灯状態
によって更新の失敗した照明器具３を知ることができる。この場合、実施の形態１におい
ては、残りの照明器具３の制御プログラムの更新を一旦完了させる。
【００６６】
　その後、更新準備を失敗した照明器具３及び／又は制御プログラムの更新を失敗した照
明器具３に対しては、再度、更新機４から無線操作機２のＩＤ情報を含む更新命令が出力
され、制御プログラムの更新が行われる。再度の更新動作においては、更新命令の出力方
法及び更新プログラムの配布方法以外の更新動作については、既に説明したものと同様で
ある。
【００６７】
　ここで、再度の更新命令の出力は、更新準備又は制御プログラムの更新を失敗した照明
器具３に出力される。また、再度配信される更新プログラムについては、更新準備又は制
御プログラムの更新に失敗した照明器具３が１つの場合は、ユニキャスト方式で配信され
る。また、更新準備又は制御プログラムの更新に失敗した照明器具３が複数の場合は、更
新準備又は制御プログラムの更新を失敗した照明器具３にのみに対し、マルチキャスト方
式で、再度更新プログラムが配信される。
【００６８】
　なお、上記の説明では、更新プログラムの書き換えの流れを説明したが、これは従来の
プログラムの書き換え手法の一例を用いて説明したに過ぎず、更新プログラムの書き換え
の流れは上記のものに限定されない。更新プログラムの書き換えについては、従来からあ
る様々なプログラム書き換え手法を適用することができる。
【００６９】
　［実施の形態に係る照明制御プログラム更新システムの効果等］
　ここで、あらためて、実施の形態１に係る照明制御プログラム更新システム１の要点に
ついて説明する。
【００７０】
　実施の形態１に係る照明制御プログラム更新システム１は、無線操作機２と、複数の照
明器具３と、更新機４とを備える。無線操作機２は、ＩＤ情報を含む操作信号を出力する
。照明器具３は、受信した操作信号に含まれる無線操作機２のＩＤ情報と、記憶している
ＩＤ情報とが一致した場合に、操作信号に基づいた動作を行う。更新機４は、複数の照明
器具３の制御プログラムを更新するために用いられる。更新機４は、複数の照明器具３に
対して、無線操作機２のＩＤ情報を含む制御プログラムの更新命令を同報出力する。複数
の照明器具３は、更新機４からの無線操作機２のＩＤ情報を含む制御プログラムの更新命
令に応じて、それぞれの制御プログラムの更新を行う。
【００７１】
　上記構成を有する照明制御プログラム更新システム１を用いれば、照明器具の交換をす
ることなく、照明器具に新たな機能を追加したり、照明器具の制御プログラムを修正した
りすることができる。
【００７２】
　また、実施の形態１に係る照明制御プログラム更新システム１は、更新機４は、無線操
作機２に所定の出力を行わせる過程において、無線操作機２のＩＤ情報を取得することが
好ましい。
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【００７３】
　上記構成により、更新機４は、ユーザ等からの入力を受ける必要なく、無線操作機２か
らの所定の出力の信号を受信するだけで、容易に無線操作機２のＩＤ情報を取得すること
ができる。
【００７４】
　また、実施の形態１に係る照明制御プログラム更新システム１は、所定の出力とは、照
明器具３の動作には何ら影響はないテスト信号であることが好ましい。
【００７５】
　上記構成により、所定の信号によって照明器具３が通常と異なる動作をすることがない
ので、照明器具３が点灯した空間に人がいる場合でも、その人が違和感を感じることなく
、更新機４が無線操作機２のＩＤ情報を取得することができる。
【００７６】
　また、実施の形態１に係る照明制御プログラム更新システム１は、照明器具３は、制御
プログラムの更新の進捗に応じた点灯を行うことが好ましい。
【００７７】
　上記構成により、ユーザはそれぞれの照明器具３の更新状態や更新完了を目視のみで容
易に知ることができる。
【００７８】
　また、実施の形態１に係る照明制御プログラム更新システム１は、更新命令には、照明
器具３が信号を受信する周波数帯を変更させる変更命令が含まれることが好ましい。
【００７９】
　上記構成により、他の無線機器の周波数帯と更新のために用いる周波数帯とが重複する
ことを抑制でき、照明器具３の制御プログラムの更新をスムーズに行うことができる。
【００８０】
　（その他の実施の形態）
　以上、実施の形態１を用いて、本開示に係る照明制御プログラム更新システム１につい
て説明してきたが、本開示は、実施の形態１に係る照明制御プログラム更新システム１に
限定されるものではない。例えば、本開示は、更新機４や照明器具３や照明制御プログラ
ム更新方法としても有用である。
【００８１】
　実施の形態に係る更新機４は、無線操作機２が出力した操作信号に含まれる無線操作機
２のＩＤ情報と、記憶しているＩＤ情報とが一致した場合に、操作信号に基づいて動作を
行う複数の照明器具の制御プログラムを更新するために用いられる。そして、更新機４は
、無線操作機２のＩＤ情報を取得し、複数の前記照明器具に対して、無線操作機２のＩＤ
情報を含む制御プログラムの更新命令を同報出力する。
【００８２】
　上記構成を有する更新機４を用いれば、照明器具の交換をすることなく、照明器具に新
たな機能を追加したり、照明器具の制御プログラムを修正したりすることができる。
【００８３】
　実施の形態に係る照明器具３は、無線操作機２が出力した操作信号に含まれる無線操作
機２のＩＤ情報と、記憶しているＩＤ情報とが一致した場合に、操作信号に基づいて動作
を行う。さらに、照明器具３は、照明器具３の制御プログラムを更新するために用いられ
る外部の更新機４から同報出力される、無線操作機２のＩＤ情報を含む制御プログラムの
更新命令に従って、制御プログラムの更新を行う。そして、照明器具３は、制御プログラ
ムの更新の進捗状況を、点灯状態によって表示する。
【００８４】
　上記構成を有する照明器具３を用いれば、照明器具に割り当てられているＩＤ情報と一
致するＩＤ情報を含む制御プログラムの更新命令に従って、制御プログラムの更新を行い
、さらに、その更新状況を点灯状態により容易にユーザに知らせることができる。
【００８５】
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　また、実施の形態に係る照明器具３は、更新命令には、信号を受信する周波数帯を変更
させる変更命令が含まれ、変更命令に従って、信号を受信する周波数帯を変更することが
好ましい。
【００８６】
　上記構成によって、他の無線機器の周波数帯と更新のために用いる周波数帯とが重複す
ることを抑制でき、照明器具３の制御プログラムの更新をスムーズに行うことができる。
【００８７】
　実施の形態に係る照明制御プログラム更新方法は、無線操作機２が出力した操作信号に
含まれる無線操作機２のＩＤ情報と記憶しているＩＤ情報とが一致した場合に、操作信号
に基づいて動作を行う複数の照明器具３の制御プログラムを更新する方法である。照明制
御プログラム更新方法は、取得ステップと、出力ステップと、更新ステップと、を含む。
出力ステップでは、複数の照明器具３の制御プログラムを更新するために用いられる更新
機４に、無線操作機２のＩＤ情報を取得させる。出力ステップでは、更新機４に、取得ス
テップで取得したＩＤ情報を含む制御プログラムの更新命令を、複数の照明器具３に対し
一括に出力させる。更新ステップでは、複数の照明器具３に、出力ステップで出力された
更新命令に応じて、それぞれの制御プログラムを更新させる。
【００８８】
　上記構成を有する照明制御プログラム更新方法を用いれば、照明器具の交換をすること
なく、照明器具に新たな機能を追加したり、照明器具の制御プログラムを修正したりする
ことができる。
【００８９】
　また、実施の形態に係る照明制御プログラム更新方法は、照明器具３は、制御プログラ
ムの更新の進捗に応じた点灯を行うことが好ましい。
【００９０】
　上記構成により、ユーザはそれぞれの照明器具３の更新状態や更新完了を目視のみで容
易に知ることができる。
【００９１】
　また、実施の形態１において、更新機４は、更新通信部４１と、制御部４２と、記憶部
４３と、を備えるものとして説明してきた。ここで、更新機４はこれらの構成要素を一体
に備えたものであってもよく、これらの構成要素の一部を別体に備えたものであってもよ
い。
【００９２】
　上記構成要素の一部を別体に備えた更新機４の態様としては、例えば、ブロードキャス
ト方式やマルチキャスト方式による通信が可能な更新通信部４１を有する専用機を、ＰＣ
等の電子計算機に接続することで更新機４を構成することができる。この場合、ＰＣ等の
メモリやハードディスク等を記憶部４３として用い、ＰＣ等のＣＰＵ等を制御部４３とし
て用いることができる。
【００９３】
　また、実施の形態１の動作の説明の際に、照明器具３の更新待機状態や制御プログラム
の更新進捗状況をその点灯状態によりユーザに目視可能にする構成は必須の構成ではない
が、ユーザの使いやすさの観点から実施するのが好ましい構成である。ブロードキャスト
方式やマルチキャスト方式では、一度に多数の照明器具３に更新プログラムを配信するこ
とになるため、全ての照明器具３から更新完了の返信を受け付けることが容易ではない。
そのため、更新待機状態や制御プログラムの更新進捗状況をその点灯状態によりユーザに
目視可能にすれば、照明器具３が多数存在する場合でも、ユーザが容易に更新進捗状況を
容易に知ることができるのである。
【００９４】
　なお、上述の各実施の形態については、本開示の実施態様の例示に過ぎず、数値や構成
要素や動作等についても好ましいものの例示に過ぎず、本開示はこれらの実施の形態にの
み限定されるものではない。本開示の技術的思想の範囲を逸脱しない範囲で、構成に適宜
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変更を加えることは可能である。
【符号の説明】
【００９５】
　１　　　　照明制御プログラム更新システム
　２　　　　無線操作機
　３　　　　照明器具
　４　　　　更新機

【図１】 【図２】
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